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柳川市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、婚姻を機会に住宅取得に伴う経済的負担を軽減することにより、結婚

しやすい環境づくりを推進し、地域における少子化対策の強化に資するため、新たに婚姻

した世帯に対し、柳川市結婚新生活支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、柳川市補助金等交付規則（平成１７年柳川市規則第４６号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 新婚世帯 令和８年１月１日から令和９年２月２８日までの間に婚姻届を提出し、

受理された夫婦をいう。 

(2) 住宅 台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する住宅であって

専ら自己の居住の用に供する家屋又は家屋の１区画（別荘等として一時的に使用するも

のを除く。）であるものをいう。 

(3) 住宅取得 住宅を新築し、表題登記をすること又は住宅を購入し、所有権移転登記

をすることをいう。 

(4) 市税 市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。 

(5) 継続補助対象世帯 この告示に基づき交付決定を受けており、その金額が第４条に

規定する上限に達していない世帯をいう。 

（補助対象世帯） 

第３条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、住宅取得をしたもので、次の各号のいずれ

にも該当する世帯とする。 

(1) 婚姻届を提出した日（以下「婚姻日」という。）において、夫婦ともに３９歳以下

であること。 

(2) 新婚世帯の所得（申請日時点における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合

算した金額をいう。）が５００万円未満であること。ただし、貸与型奨学金（公的団体

又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。）の返済を現に行

っている場合は、所得額から所得期間内に返済した貸与型奨学金の返済額相当額を控除

した額を所得合計額とする。 

(3) 次のいずれか一つを交付決定年度内に夫婦ともに実施していること。 
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 a ライフデザイン支援講座の受講 

 b プレコンセプションケアに関する講座の受講 

 c 医療機関への妊娠・出産に関する相談 

 d 共家事・共育て講座の受講 

(4) 新婚世帯及びその世帯を構成する者いずれもが、本市での市税を滞納していないこ

と。 

(5) 新婚世帯が本市に定住する意思を持ち、当該住宅を自己の生活の本拠として居住

し、当該居住地を住所と定め、本市の住民基本台帳に記録されていること。 

(6) 新婚世帯及びその世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定す

る暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有

する者が含まれていないこと。 

(7) 柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付要綱（令和３年柳川市告示第８

５号）に基づく補助金又は他の市区町村から同種の補助金等の交付を受けていないこ

と。 

(8) 過去にこの告示に基づく補助金又は他の市区町村から同種の補助金等の交付を受け

ていないこと。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、住宅取得費用のうち令和８年４月１日から令和９年２月２８日まで

の間に支払った費用（以下「対象経費」という。）を対象とし、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額を上限とする。 

(1) 婚姻日において、夫婦ともに２９歳以下のとき。６０万円 

(2) 前号に該当しないとき。３０万円 

２ 継続補助対象世帯は、前項の上限額から当初の申請における交付決定額を差し引いた額

を上限とする。 

３ 前２項に規定する補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、切り捨てるもの

とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、第３条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、

当該事由が発生した日の属する月までを算定期間とする。 

（受給資格認定申請等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ結婚新生活支援事業補助金受給資

格認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 
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(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 

(2) 受給資格認定申請日時点における夫婦の所得証明書（市町村の長が発行する所得を

証明する書類をいう。） 

(3) 貸与型奨学金の返済が分かる書類の写し（第３条第２号ただし書に該当する場合に

限る。） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の対

象とすることが適当と認めたときは、結婚新生活支援事業補助金受給資格認定受付通知書

（様式第２号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定による申請の期限は、令和９年２月２８日までとする。 

（補助金の交付申請等） 

第６条 前条第２項の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとする交付対象者

（以下「申請者」という。）は、結婚新生活支援事業補助金交付申請書（様式第３号。以

下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 誓約書（様式第４号） 

(2) 補助金の交付対象となる建物の登記事項証明書の写し 

(3) 住宅取得に係る契約書（工事請負契約書、売買契約書等）の写し（建物の購入費が

分かること。） 

(4) 住宅取得費用の支払日及び支払額が分かる書類の写し 

(5) 第３条第３号に規定する講座の受講等が分かる書類の写し（だれが・いつ・なにを

実施したか分かること。） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地

調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、結婚新生活支援事業補助金（交付・不交

付）決定通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定による申請の期限は、令和９年２月２８日までとする。 

４ 申請者は、第１項の規定による申請において、対象経費をまとめて市長に申請しなけれ

ばならない。 

（補助金の請求及び交付） 

第７条 前条第２項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者（以下「交付決定者」

という。）は、速やかに結婚新生活支援事業補助金交付請求書（様式第６号。以下「交付

請求書」という。）を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、交付
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請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。 

（報告等） 

第８条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、補助金に関する報告又

は書類の提出（以下「報告等」という。）を求めることができる。 

２ 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を

取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。 

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、交付決定者に

対し、結婚新生活支援事業補助金交付取消決定通知書兼補助金返還命令書（様式第７号）

により通知し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じること

ができる。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


